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春はもうすぐそこに

観桜健康ウォーキング ・ さくら祭り
　4 月 14 日、太陽の国周辺で観桜健康ウォーキングとさくら祭りが同時開催されました。連日
の寒さの影響で桜はつぼみの状態のものが多く、満開の桜の下でのウォーキングとはなりません
でしたが、春の陽気に包まれた青空の下、参加者たちは春の訪れを感じながら歩きました。
　全長 4km の水芭蕉コースでは、折り返し地点の田土ヶ入地区で咲き始めた水芭蕉が、参加者
たちの心を癒しました。最長の 7.5km コースでは、ゴール目前に桜が咲いている木があり、長
い距離を歩いてきた皆さんをきれいな花で迎えました。
　さくら祭りでは、様々な団体のステージや、模擬店、フリーマーケットなどが行われ、会場は
多くの家族連れでにぎわいました。バルーンアートやパトカー乗車体験といった子ども向けのア
トラクションもあり、子どもたちの楽しそうに笑う姿が見られました。また、イベントに併せ、
太陽の国交流センターでは、ロビーで「四季の会」の皆さんの絵画が展示されました。

～ 観桜健康ウォーキング・さくら祭り ～
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人と地域の絆づくり推進補助金人と地域の絆づくり推進補助金

西郷村「人と地域の づくり」推進補助金絆

区分 目的 補助上限

自立支援型
住民団体等が、身近な地域課題を自主的に解決し、自分たちの判断
と創意工夫により地域を維持発展させるために行う概ね 2 時間以上
の社会貢献活動に対して支援する。

5 万円
（千円未満切り捨て）

事業支援型
住民団体等が、地域の特色を活かし、自らの知恵と工夫により、自
主的・主体的に取り組む地域の元気を生み出すモデル的で発展性の
ある補助事業に対して支援するもの。

30 万円
（千円未満切り捨て）

地域拠点支援型 集会施設等が整備されていない行政区において、行政区自らが活動
拠点を形成する経費に対して支援するもの。

20 万円
（千円未満切り捨て）

備考

● 補助金額は、事業対象経費から国、県、市町村（西郷村を除く）、民間団体等による
　 補助金を受けている額を引いた補助金対象経費の総額です。
● すべて単年度事業の補助です。
● 補助金の交付回数は、各年度 1 団体に対して 1 回です。

□  5 名以上の構成員を有している
□  構成員の 8 割以上が村内に在住・在勤又は在学している
□  団体の規約等を定めている
□  村民協働を進めていくために必要と認められる事業か
□  公益性が認められる事業か
□  村のまちづくりに必要と認められる事業か
□  村から他の制度による補助金等を受けていない
□  村の他の制度の補助金に該当していない
□  事業による主たる効果が村内で生じる
□  営利目的ではない
□  特定の個人・団体のみが事業の効果を受けない
□  政治活動、宗教活動を目的としていない
□  署名活動、募金活動ではない
□  式典・表彰・顕彰・祝賀等を目的とした事業ではない
□  第三者にすべてを委託する事業ではない

補助対象事業 チェックリスト
以下のチェック項目すべてを満たす場合は、補助対象と
なります。なお、不明な場合はお問い合わせください。

補助金の対象になる経費はどのようなもの？

事業に必要な経費は基本的には対象となります。
ただし、娯楽性の高い経費や活動後の打ち上げ等に係
る飲食代などは対象外となります。

事業実施中に補助金をもらうことはできるの？

補助金の支払いは、原則として事業完了後となります
が、確定している経費などは概算払い（先払い）する
ことが可能です。

補助金の対象になるか分からないんだけど？

右ページ表記載の目的を持つ団体で、上記チェックリス
トを満たすものであれば、対象となります。
なお、既存団体についても該当する場合もありますので
ご確認ください。

補助金の交付決定までの流れはどうなるの？

本年度は 2 回に分けて募集を行います。
審査会の中で 1 件ずつ審査して交付・不交付を決定し、
お知らせします。

● 申請期間

西郷村 総務課（☎ 0248-25-1112）
① 西郷村人と地域の絆づくり推進補助金交付申請書
② 事業計画書
③ 事業収支予算書
④ 住民団体等の規約等及び会員名簿
⑤ 団体概要書等

第 1 回　令和元年 5 月 7 日（火） ～ 令和元年 5 月 31 日（金）
第 2 回　令和元年 7 月 1 日（月） ～ 令和元年 7 月 31 日（水）
9 時 ～ 17 時（土日祝祭日を除く）

● 提出場所
● 提出書類

　住民自治の振興と村民協働のまちづくりを推進するため、住みよい地域社会の実現に向けて、協働
活動を行う住民団体等に対して、「人と地域の絆づくり推進補助金」を交付します。
　この補助金は、行政区や村民団体等の人々が自らの地域課題の解決に向け、村民の参画と協働に
よって、地域の特色を生かした魅力ある地域を形成し発展させていくための活動を応援するものです。

～ 住みよい地域社会は自らの手で ～

補助金交付に関する Q&A
補助金について疑問点等がありましたら、総務課までお問い合わせください。

補助金の区分・目的・補助金額について
補助を受ける事業の目的に応じて、3 つの補助区分があります。
申請内容により補助金額の上限も変わりますので、ご確認ください。

総務課 庶務広報係　　 25-1112問 ☎

※ 提出書類 ① の申請書は、役場で受け取るか、村ホームページからダウンロードできます。
　 ▶  https://www.vill.nishigo.lg.jp/sonsei/shisakukeikaku/kizunahojo/
※ 審査会により補助金の交付が決定すると、補助金を振り込むための団体等名義の預貯金
　 口座が必要となりますので、ご留意ください。
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自主防災組織自主防災組織

自分たちの地域は、自分たちの手で守る

　広域で大規模な災害が発生すると、行政機関（自治体、
消防、警察、自衛隊）の救護活動には限界があり、「公助」
に頼るばかりではいけないことを数多くの災害が教えてい
ます。
　災害から命を守るためには、どうしても個人の努力「自
助」や地域での助け合い「共助」が必要です。自主防災組
織とは、地域住民が協力して「自分たちの地域を自分たち
で守る」ために立ち上げる組織のことです。

～ 自主防災組織の結成と活動のポイント ～

　自主防災組織は、地域の防災を確保する「共助の中核」であり、また、消防団と
並ぶ「地域防災の要」でもあります。
　災害時はもちろん、日頃から地域住民が自主的に連帯して、防災活動を行います。

　国、県及び市町村など行政が行う公助については、災害
発生時にはおのずと限界があり、「自らの安全は自ら守る」
という自助と、それと同じように、「自分の地域は自分た
ちで守る」という共助が重要になってきます。
　阪神・淡路大震災において、がれきの下から救出された
人のうち、自力または家族や近所の住民によって救出され
た割合が 90％を超えるという調査結果（右図）があるこ
とからも、災害時における地域の連携による活動の重要性
は大きいと言えます。

自主防災組織って、なに？

自力で

家族に

その他

友人・隣人に

通行人に

救助隊に
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図）生き埋めや閉じ込められた際の救助
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一人で守る
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　自主防災組織を結成し、活動を行っていくために、村から「西郷村自主防災組織活動育成事業補助金」
の交付を受けられます。補助金の交付を受けるためには、村に必要書類の提出が必要となります。
　補助金の対象事業及び補助額の概要については以下のとおりとなりますが、補助額については組織の
規模により金額が異なります。
　詳しくは、総務課消防防災係へお問い合わせください。

補助対象となる事業 補助金額・対象となる具体的な使途

自主防災組織結成事業 最大 20 万円（結成時に一度のみ）
結成に係る費用、説明会や消耗品の購入、会場使用料など

自主防災組織活動事業 最大 10 万円
地域防災計画の作成、防災マップの作成、啓発チラシの印刷など

自主防災組織育成事業 最大 20 万円
防災訓練の実施や防災研修会の開催・受講など

資機材等整備事業 最大 20 万円（一度のみ）
防災資機材等の購入

資機材等更新事業 最大 10 万円（資機材等購入より 5 年経過後）
劣化した防災資機材等の更新

自主防災組織は、どうして必要なの？

自主防災組織は、具体的に何をするの？

自主防災組織を結成するためには、大きく次の 2 つのケースのいずれかとなり、地域の実情に合わせて
つくりましょう。

既存組織を活用する場合 新たな組織として結成する場合

組
織
の
仕
方

・すでに組織されている行政区等の組織を、行政区
   長等をリーダーとし内容を充実させて、自主防災
   組織とする。

・すでに組織されている行政区等の組織の下に、別
   に自主防災部門をつくり、その部門を自主防災組
   織とする。

・常備消防 OB や消防団 OB の方などをリーダーとし、
  地域住民に働きかけながら、既存の組織とは別に、
  新たな組織を結成する。

手
順

・行政区等の会議（役員会・総会など）で自主防災
   組織の必要性を議題にする。

・総会での自主防災組織結成案を討議し、可決する。
・自主防災組織を結成し、活動を開始する。

・災害や地域について勉強し、地域での防災活動の
   重要性を確認する。

・地域内で同じ考えを持つ人たちと話し合い、どの
   ような防災活動をどのように進めていくか検討す
   る。

・防災活動の必要性を多くの住民にアピールし、活
   動参加の輪を広げていく。

※ また、以下の４点にポイントをおいた組織づくりを検討しましょう。
① 地域内でバランスよく対応できる班編成
② 地域内の専門家や経験者等、班員の活動に実効性を
　 もたせる配置
③ 地域内の事業所における自衛消防組織や従業員の
　 位置付け
④ 避難行動要支援者に対する取組み

どうやって組織すればいいの？

結成・運営に対して補助金があります

災害時

自
主
防
災
組
織
の
活
動

平常時

防災知識の普及・啓発

防災訓練

要配慮者の見守り

地域内の安全点検

初期消火

避難誘導

情報の収集・伝達

救出・救助

避難所の管理・運営

炊き出し

地域の防災知識の普及や
安全点検、地区防災計画
の作成や要支援者の見守
り、防災訓練の実施によ
り大規模災害に備える活
動を行います。

大規模災害が発生したと
き、人命を守り、災害の
拡大を防ぐための活動を
行います。

総務課 消防防災係　　 25-1112問 ☎
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【その他の依存財源内訳】
地方譲与税：1 億 1,280 万円
利子割交付金：275 万円
配当割交付金：630 万円
株式等譲渡所得割交付金：219 万円
ゴルフ場利用税交付金：2,932 万円
地方消費税交付金：4 億 184 万円
自動車取得税交付金：792 万円
国有提供施設等所在市町村助成交付金：743 万円
地方特例交付金：1,901 万円
交通安全対策特別交付金：250 万円
環境性能割交付金：273 万円

歳出
111 億
5,000 万円

議会費 1 億 2,511 万円（1.1%）

総務費
36 億
8,972 万円

（33.1%）

民生費
24 億 1,745 万円

（21.7%）

衛生費
5 億 593 万円（4.5%）

商工費 2 億 5,888 万円（2.3%）

消防費 3 億 11 万円（2.7%）
災害復旧費 1 万円（0.0%）

公債費 6 億 723 万円（5.4%）

予備費 2,500 万円（0.2%）

農林水産業費
5 億 3,656 万円（4.8%）

土木費
17 億
1,040 万円

（15.3%）

【その他の自主財源内訳】
分担金・負担金：4,569 万円
財産収入：3,094 万円
寄附金：5,610 万円
繰入金：1 億 4,132 万円
繰越金：6,000 万円
諸収入：1 億 7,203 万円

使用料・手数料
7,936 万円（0.7%）

歳入
111 億
5,000 万円

村税

国庫支出金
16 億
3,249 万円

（14.6%）

県支出金
31 億 344 万円

（27.9%）

地方債
6 億 920 万円（5.5%）

その他の自主財源
5 億 608 万円（4.5%）

地方交付税
8 億 7,742 万円（7.9%）

自主財源（38.9％）

依存財源（61.1％）

村税や使用料など、村が自主的に収入できるお金です。

地方交付税など、国や県からルールに基づき交付され
るお金です。

一般会計 歳入 ※金額は表示単位以下を四捨五入している
ため、合計額が一致しない場合があります。

平成 31 年度

予算
一般会計

平成 31 年度当初予算が 3 月の村議会定例会で
議決され、新年度の行政がスタートしました。
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教育費
9 億 7,360 万円

（8.7%）

一般会計 歳出 ※目的別

その他の依存財源
5 億 9,478 万円（5.3%）

【村税内訳】
村民税：16 億 8,678 万円
固定資産税：18 億 3,625 万円
軽自動車税：5,290 万円
村たばこ税：1 億 4,700 万円
入湯税：2,430 万円

村民１人当たり、

※ H31.4.1 現在人口 20,101 人
住民基本台帳より

   554,699 円　　　　　　　　　　が、
　　　今年度の予算です。

一般会計当初予算の主な事業
目　的 事　　　業　　　名 金額（万円）

総務費

( 原子力災害対策 )
放射性物質除染対策事業費 235,612 

( 原子力災害対策 )
東日本大震災農業生産対策事業 6,173 

市町村生活交通対策事業運行費等
補助金 3,654 

民生費

自立支援給付事業費 31,130 
障がい児通所支援事業費 9,970 
川谷保育園保育事業負担金 11,820 
みずほ保育園保育事業負担金 15,740 
くまっこ保育園保育事業負担金 12,897 
児童クラブ建設事業 8,681 
国民健康保険特別会計繰出金 10,441 
後期高齢者医療事務費等負担金 13,906 
後期高齢者医療特別会計繰出金 3,741 
介護保険事業特別会計繰出金 20,706 

衛生費
白河地方広域市町村圏整備組合
負担金（し尿・塵芥処理費） 20,399 

妊婦健康診査等費 2,075 

農林
水産業費

県営事業負担金
（農村地域環境保全整備事業ほか） 4,625 

小規模道水路整備事業 3,507 
ふくしま森林再生事業 5,258 
農業集落排水事業特別会計繰出金 14,901 

商工費 工業用水道事業会計負担金 3,072 

土木費

白河布引山演習場周辺道路改修等
事業費 84,519 

社会資本整備総合交付金事業費 29,957 
小規模道水路整備事業 7,200 
公共下水道事業特別会計繰出金 32,340 

消防費 白河地方広域市町村圏整備組合
負担金（消防費分担金） 24,582 

教育費

特定防衛施設周辺整備調整
交付金事業（小学校費） 7,886 

公衆無線 LAN 整備事業 5,876 
幼稚園就園奨励費 7,273 
文化センター施設整備費 5,151 
村民屋内プール管理費
( 電気料含む ) 5,005 

公債費 元利償還金 60,723 

原
線
）
の
対
象
事
業
費
の
増
額

が
主
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
県
支
出
金
（
増
額
）

　
放
射
性
物
質
除
染
対
策
事
業

の
対
象
事
業
費
の
増
額
が
主
な

要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

→

区　分 予算額 前年度比

水　道
事　業

収益的 収入 3 億 4,009 万円 -1.0%
支出 3 億 4,009 万円 -1.0%

資本的
収入 1 億 5,340 万円 +10.4%
支出 3 億 4,319 万円 +4.9%

第 4 条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める
（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 18,979 万円は、

当年度分損益勘定留保資金 9,562 万円、当年度分消費税及び地方消
費税資本的収支調整額 2,717 万円、建設改良積立金処分額 4,300 万円、
減債積立金処分額 2,400 万円で補てんするものとする）

公営企業会計

特別会計
会　計　名 予算額 前年度比

墓 地 特 別 会 計 801 万円 -3.8%
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 16 億 6,678 万円 +4.5%
公共下水道事業特別会計 6 億 5,245 万円 -6.4%
農業集落排水事業特別会計 1 億 7,628 万円 -0.1%
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 13 億 1,410 万円 +4.3%
後期高齢者医療特別会計 1 億 5,096 万円 +5.3%

区　分 予算額 前年度比

工業用
水　道
事　業

収益的 収入 2 億 8,719 万円 -0.6%
支出 2 億 8,719 万円 -0.6%

資本的
収入 10 万円 0.0%
支出 2 億 884 万円 +22.7%

第 4 条　資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める
（資本的収入額が資本的支出額に対して不足する額 20,874 万円は、

当年度分損益勘定留保資金 6,334 万円、当年度分消費税及び地方消
費税資本的収支調整額 1,140 万円、建設改良積立金処分額 5,200 万円、
減債積立金処分額 8,200 万円で補てんするものとする）

村の会計には、一般会計と特別会計があります。

福祉や土木といった基本的な経費の会計
▶ 一般会計

▶ 特別会計
特定の事業を行うために区分した会計

一般会計と特別会計

→
　
大
き
く
増
減
の
あ
っ
た
科
目

は
次
の
と
お
り
で
す
。

　
総
務
費
（
増
額
）

　
放
射
性
物
質
除
染
対
策
事
業

に
関
す
る
経
費
の
増
額
が
主
な

要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
農
林
水
産
費
（
減
額
）

　
県
営
事
業
負
担
金
及
び
ま
る

ご
と
西
郷
館
建
設
完
了
に
伴
う

経
費
の
減
額
が
主
な
要
因
と

な
っ
て
い
ま
す
。

　
土
木
費
（
増
額
）

　
白
河
布
引
山
演
習
場
周
辺
道

路
改
修
等
事
業
（
川
谷
由
井
ヶ

原
線
）
に
関
す
る
経
費
の
増
額

が
主
な
要
因
と
な
っ
て
い
ま
す
。

　
教
育
費
（
増
額
）

　
公
衆
無
線
Ｌ
Ａ
Ｎ
整
備
事
業

に
関
す
る
経
費
、
幼
稚
園
就
園

奨
励
費
及
び
文
化
セ
ン
タ
ー
施

設
整
備
費
の
増
額
が
主
な
要
因

と
な
っ
て
い
ま
す

歳
　
出

→ →→→

37 億
4,723 万円

（33.6%）
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議
会
事
務
局

２
５
ー
２
９
８
０

問☎

▲ 村議会中継ホーム
　 ページの QR コード

西
郷
村
水
道
事
業
水
源
涵

養
林
の
用
地
を
取
得
す
る

た
め
、
同
経
費
を
補
正
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
が
、
議

会
を
招
集
す
る
時
間
的
余

裕
が
な
い
こ
と
が
明
ら
か

で
あ
る
た
め
専
決
処
分
を

し
ま
し
た
。

▽ 

議
案
第
２
号

西
郷
村
一
般
職
非
常
勤
職
員
等

の
任
用
等
に
関
す
る
条
例
の
一

部
を
改
正
す
る
条
例
（
原
案
可

決
）保

育
士
の
月
額
賃
金
を
改

定
す
る
こ
と
並
び
に
当
分

の
間
、
期
末
加
給
金
の
支

給
要
件
及
び
額
を
改
定
す

る
こ
と
に
つ
い
て
、
所
要

の
改
正
を
し
ま
し
た
。

▽ 

議
案
第
3
号

西
郷
村
職
員
の
勤
務
時
間
、
休

暇
等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を

改
正
す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

　
平
成
31
年
第
１
回
定
例
会

は
、
３
月
４
日
か
ら
３
月
19
日

ま
で
の
16
日
間
の
会
期
で
行
わ

れ
ま
し
た
。

　
平
成
31
年
度
一
般
会
計
及
び

特
別
会
計
当
初
予
算
な
ど
、
村

長
提
出
議
案
24
件
全
て
原
案
可

決
（
23
件
）、
承
認
（
１
件
）

さ
れ
ま
し
た
。
ま
た
、
議
会
提

出
議
案
２
件
が
原
案
可
決
さ
れ

ま
し
た
。

　
な
お
、
議
案
名
と
議
決
結
果

及
び
内
容
に
つ
い
て
は
、
次
の

と
お
り
で
す
。

▽ 

議
案
第
1
号

専
決
処
分
の
承
認
を
求
め
る
こ

と
に
つ
い
て

▼ 

専
決
第
５
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

（
承
認
）

村
長
提
出
議
案
等

働
き
方
改
革
を
推
進
す
る

た
め
の
関
係
法
律
の
整
備

に
関
す
る
法
律
（
平
成
30

年
法
律
第
71
号
）
の
施
行
に

伴
い
、
職
員
の
正
規
の
勤

務
時
間
以
外
の
時
間
に
お

け
る
勤
務
に
つ
い
て
、
所

要
の
改
正
を
し
ま
し
た
。

▽ 

議
案
第
4
号

西
郷
村
災
害
弔
慰
金
の
支
給
等

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

災
害
弔
慰
金
の
支
給
等
に

関
す
る
法
律
の
一
部
改
正

に
伴
い
、
災
害
援
護
資
金

の
貸
付
利
率
を
条
例
で
定

め
る
こ
と
等
に
つ
い
て
、
所

要
の
改
正
を
し
ま
し
た
。

▽ 

議
案
第
5
号

西
郷
村
放
課
後
児
童
健
全
育
成

事
業
の
設
備
及
び
運
営
の
基
準

に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改
正

す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
専
門
職
大
学
制

度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
し

ま
し
た
。

▽ 

議
案
第
6
号

西
郷
村
営
住
宅
等
条
例
の
一
部

を
改
正
す
る
条
例（
原
案
可
決
）

上
野
原
団
地
の
廃
止
、
小

田
倉
原
団
地
の
設
置
等
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
し

ま
し
た
。

▽ 

議
案
第
7
号

西
郷
村
水
道
布
設
工
事
監
督
者

及
び
水
道
技
術
管
理
者
の
資
格

等
に
関
す
る
条
例
の
一
部
を
改

正
す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

学
校
教
育
法
の
一
部
改
正

に
よ
り
、
専
門
職
大
学
制

度
が
創
設
さ
れ
る
こ
と
に

伴
い
、
所
要
の
改
正
を
し

ま
し
た
。

▽ 

議
案
第
8
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
一
般
会
計

予
算
（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
9
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
墓
地
特
別

会
計
予
算
（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
10
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
予
算

（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
11
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
予
算

（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
12
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
農
業
集
落

排
水
事
業
特
別
会
計
予
算

（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
13
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
予
算

（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
14
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
後
期
高
齢

者
医
療
特
別
会
計
予
算

（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
15
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
水
道
事
業

会
計
予
算
（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
16
号

平
成
31
年
度
西
郷
村
工
業
用
水

道
事
業
会
計
予
算（
原
案
可
決
）

議
案
第
8
号
か
ら
第
16
号

は
平
成
31
年
度
当
初
予
算

（
8
・
9
ペ
ー
ジ
）
を
参
照
。

▽ 

議
案
第
17
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
一
般
会
計

補
正
予
算
（
第
４
号
）

（
原
案
可
決
）

一 般 会 計 ・ 特 別 会 計 補 正 予 算
会 計 既決額 補正額 予算総額
一 般 会 計 10,760,000 △ 200,000 10,560,000
墓 地 特 別 会 計 9,315 △ 4,716 4,599
国 民 健 康 保 険 特 別 会 計 1,832,368 7,091 1,839,459
公 共 下 水 道 事 業 特 別 会 計 749,067 △ 7,390 741,677
農 業 集 落 排 水 事 業 特 別 会 計 181,403 △ 2,472 178,931
介 護 保 険 事 業 特 別 会 計 1,305,015 △ 23,673 1,281,342

( 単位：千円 )

公 営 企 業 会 計 補 正 予 算
区 分 既決額 補正額 予算総額

水道事業
会　　計

収益的支出 347,242 9,960 357,202
資本的支出 348,903 △ 45,490 303,413

工業用水道
事業会計

収益的支出 288,826 2,366 291,192
資本的支出 175,109 △ 52,043 123,066

※

※

平成 30 年度  一般会計・特別会計・公営企業会計補正予算【3 月】

▽ 

議
案
第
18
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
墓
地
特
別

会
計
補
正
予
算
（
第
２
号
）

（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
19
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
国
民
健
康

保
険
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

３
号
）（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
20
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
公
共
下
水

道
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
４
号
）（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
21
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
農
業
集
落

排
水
事
業
特
別
会
計
補
正
予
算

（
第
２
号
）（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
22
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
介
護
保
険

事
業
特
別
会
計
補
正
予
算
（
第

４
号
）（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
23
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
水
道
事
業

会
計
補
正
予
算
（
第
３
号
）

（
原
案
可
決
）

▽ 

議
案
第
24
号

平
成
30
年
度
西
郷
村
工
業
用
水

道
事
業
会
計
補
正
予
算
（
第
２

号
）（
原
案
可
決
）

議
案
第
17
号
か
ら
24
号
の
平

成
30
年
度
補
正
予
算（
3
月
）

▽ 

発
議
第
１
号

西
郷
村
子
育
て
支
援
及
び
高
齢

者
福
祉
推
進
基
金
条
例
を
廃
止

す
る
条
例
（
原
案
可
決
）

本
基
金
は
、
平
成
27
年
度
第

１
回
定
例
会
に
お
い
て
設

置
さ
れ
、
そ
の
目
的
の
下
、

子
育
て
支
援
及
び
高
齢
者

の
生
活
支
援
事
業
に
連
関

し
ま
し
た
が
、
今
般
当
該
事

業
に
係
る
調
査
・
活
動
を

行
っ
た
西
郷
村
福
祉
の
推

進
に
関
す
る
特
別
委
員
会

の
調
査
終
了
に
伴
い
、
廃

止
し
よ
う
と
す
る
も
の
で

あ
り
、
賛
成
議
員
と
連
署

の
う
え
提
出
さ
れ
ま
し
た
。

▽ 

発
議
第
2
号

福
島
県
最
低
賃
金
の
引
き
上
げ

と
早
期
発
効
を
求
め
る
意
見
書

の
提
出
に
つ
い
て（
原
案
可
決
）

　
（
提
出
先
）　
内
閣
総
理
大
臣

　
　
　
　
　
　
厚
生
労
働
大
臣

　
　
　
　
　
　
福
島
労
働
局
長

議
会
提
出
議
案
等

の
補
正
額
は
、
下
表
の
と
お

り
。

西郷村議会　第 1 回定例会西郷村議会　第 1 回定例会

議
会
中
継
を
身
近
に

※資本的収入額が資
本的支出額に対して
不足する額は、当年
度分損益勘定留保資
金などで補てん

　
西
郷
村
議
会
で
は
、
み
な
さ

ま
に
議
会
を
身
近
に
感
じ
て
い

た
だ
く
た
め
、
本
会
議
の
様
子

を
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
で
、
配
信

し
て
い
ま
す
。

　
本
会
議
の
開
催
時
に
は
生
中

継
を
、
生
中
継
終
了
か
ら
約
10

日
後
か
ら
は
、
録
画
中
継
を
見

る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

　
ま
た
、
録
画
中
継
は
お
お
む

ね
過
去
3
年
間
の
映
像
を
見
る

こ
と
が
で
き
ま
す
。

● 

対
応
環
境

　

 

パ
ソ
コ
ン

　

 

ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン

　

 

タ
ブ
レ
ッ
ト

　
な
お
、
通
信
料
は
利
用
者
負

担
と
な
り
ま
す
。
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まきば保育園

くまっこ保育園

みずほ保育園

学校法人西郷幼稚園

村立西郷幼稚園

川谷保育園

入園式 村内の保育園、幼稚園で
入園式が行われました。



Topics Topics

児童福祉の充実を ～ くまっこ保育園落成式 ～　
　4 月 13 日、熊倉地区で新設された「く
まっこ保育園」（西郷村社会福祉協議会）
の落成式が行われました。
　式では園の落成に当たり、西郷村社会福
祉協議会の西坂会長が「くまっこ保育園は、
中庭、舞台、遊戯室、教室が繋がり、見通
しの良い非常に開放的な構造となってい
る。子どもたちには、異年齢の集団の中で
学ぶ力、考える力を育んでいきたい」と挨
拶を述べられました。
　なお、4 月 1 日に入園式が行われ、園児
が元気な姿を見せています。

▲ 明るく開放的な遊戯室で落成式が行われた

　ひとが集う場所へ ～ まるごと西郷館 遊具広場設置 ～

▲ ニシゴーヌと共にテープカットが行われた

　西郷村農産物産館「まるごと西郷館」の
隣に、遊具広場がオープンしました。
　4 月 6 日にオープニングセレモニーが行
われ、髙橋村長、西郷村農業公社の東宮理
事長、農産物直売所友の会の鈴木亮太郎会
長が、ニシゴーヌと共にテープカットを行
いました。
　この日は快晴に恵まれ、子どもたちが元
気いっぱいに遊ぶ姿が見られました。にぎ
わいの場の創出を掲げオープンした「まる
ごと西郷館」に、新たに子どもたちが活発
に遊べる施設が整備されました。

　地域を守る力として ～ 西郷村消防団辞令交付式 ～

▲ 新入団員に辞令を交付する矢吹団長

　4 月 1 日、村文化センターで西郷村消防
団辞令交付式が挙行されました。
　今年度は 17 名の新入団員を含む、63 名
に対して矢吹利夫西郷村消防団長から辞令
書が渡され、髙橋廣志統監からは「先輩団
員から消防団が果たす使命をよく学び、十
分な自覚を持って、予防消防活動に従事し
ていただくようお願いしたい」と訓示があ
りました。
　また交付式終了後は、消防団本部の指揮
の下で規律訓練が行われ、敬礼や隊列行進
などを指導されました。

子どもたちの明日をつくる ～ 教職員合同着任式 ～　
　小中学校の入学式より少し早い 4 月 1
日に、村内小中学校の教職員合同着任式が
村文化センターで行われました。
　式では、小田倉小学校長に着任した原豊
子校長が「本村の教育基本理念、基本目標
を強く意識し、本村学校教育の進展のため
に、全力を尽くして参ります」と代表挨拶
をしました。
　今年度は 5 名の新採用を含む 52 名が新
たに着任され、「自立」と「共生」を教育
基本理念として、村の子どもたちを指導し
ていただきます。

▲ 着任者代表挨拶をする原豊子小田倉小学校長

スポーツの一年の始まり ～ 西郷村体育協会 総合開会式 ～　
　創設 61 年目となる西郷村体育協会の総
合開会式が、4 月 7 日に西郷村民体育館で
開催されました。
　式には、活躍の著しいスポーツ少年団を
はじめ、体育協会に所属する 14 団体から
130 名の会員が集まり、今年一年をケガな
く、スポーツを楽しむことを誓いました。
　また今年の開会式では、協会を代表して
西郷ゴルフクラブの真船勝利さんが「各種
大会のみならず、スポーツを通して健康増
進に努めることを誓う」と花安紀夫会長へ
宣誓しました。

▲ 選手宣誓をする西郷ゴルフクラブの真船さん

　正しい交通知識を身に着ける ～ 川谷小学校交通教室 ～

▲ 横断歩道の渡り方について指導を受ける子どもたち

　季節外れの積雪となった 4 月 10 日、甲子高原駐
在所の中川巡査長らの協力の下、川谷小学校で交通
教室が行われました。
　児童 32 名が、体育館で自転車シミュレーターに
よる自転車の正しい乗り方を学んだほか、校庭に模
擬信号を設置して正しい横断歩道の渡り方などの指
導を受けました。
　子どもたちは、警察官
の説明に真剣に耳を傾
け、安全に登下校ができ
るよう交通ルールを学び
ました。
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西郷村行政区長会

　平成 31 年度の行政区長会は、4 月 10 日に村文化セン
ターで開催され、各行政区長のみなさんに対し、住民と
行政のパイプ役としての協力をお願いしました。
　松田隆志 米行政区長に委嘱状を代表交付した後、各
行政区長と村側の出席者が紹介されました。今年度は、
会長に花安紀夫 下新田行政区長が再任され、副会長に
は佐々木成次 間の原行政区長が選任されました。
　議事では、各担当課長からの資料説明の後、各行政区
長から質問や意見が寄せられました。
　区長会終了後には、区長が兼務する保健委員の総会も
開催され、役員の選出や収支決算等が審議されました。

◇  平成 31 年度　行政区長および保健委員名簿　H31.4.1 現在（敬称略）◇

行政区 氏 　　　名 行政区 氏 　　　名 行政区 氏 　　　名 行政区 氏 　　　名

1 米 松田　隆志 16 折口 秋山   ミツイ 31 上野原上 原　賢司 41 川谷 松本　孝信

2 長坂 深谷　政勝 17 上折口原 熊谷　正雄 32 大平下 佐藤　清隆 42 伯母沢 村上　喜市

3 柏野 鈴木　嘉信 18 東高山 星　良則 33 大平上 大平　一美 43 甲子高原 有賀　孝幸

4 赤渕 大髙　隆男 19 東高山ﾆｭｰﾀｳﾝ 五十嵐   仁 34 黒川 真船　利男 44 大窪 山田　光雄

5 下羽太 石井   満喜雄 20 下折口原 徳田　庄一 35 稗返 岩鍋　国雄 45 折口原住宅 関　昌輝

6 羽太ｸﾞﾘｰﾝﾀｳﾝ 伊藤　達男 21 西原 小泉　誠 36 柳沢 内海　豊 46 定住促進住宅 薄井   洋一

7 中久保 大原　勝雄 22 間の原 佐々木　成次 37 赤坂 井上　国夫 47 岩下団地 辻　隆子

8 上羽太 鈴木　敏一 23 下新田 花安　紀夫 38 大清水 横枕　昭助 48 下羽太新住宅 長谷部   伸一

9 虫笠 河内　廣行 24 上新田 相川　秀雄 39 一の又 岩島　始 49 新羽太団地 小野寺  美穂

10 真名子 森　忠幸 25 山下 鈴木　武利 40 芝原 荒木　達夫 50 下羽太団地 村上　昇寿

11 熊倉 須藤　賢二 26 甲子ガーデン 髙木　孝二

12 谷地中 仁平   兼二郎 27 家畜改良センター 宮下   貴伊智

13 鶴生 高木　信嘉 28 原中下 古川　博瑞

14 追原 森　正明 29 原中上 中沢　幸雄

15 真船 力田　勇 30 上野原下 鈴木　隆宏
▲ 米行政区長に委嘱状を代表交付 ▲ 行政区長会長に再任された花安氏

平成 31 年度 西郷村行政区長会

高齢者福祉サービス

高齢者福祉サービス名 事業内容 対象者 助成額等

村内の指定施術者のはり、きゅ
う、マッサージ等の施術を受
ける場合の費用を助成します。

村内に居住する方で次の各号のい
ずれかに該当する方

（１）満 70 歳以上の方
（２）満 65 歳以上で身体障害者手

帳の交付を受け、その障害程度等
級が 1 級又は 2 級の方

年間最大 12,000 円
（1 回 1,000 円× 12 枚）

西郷村温泉健康センター
（ちゃぽランド西郷）を利用

する際に利用料を免除できる
「西郷村温泉健康センター高

齢者無料証明書」を発行しま
す。

村内に居住する満 70 歳以上
の方

入湯税（100 円）を除く
利用料

緊急通報主装置・ペンダント
型送信機・見守りセンサー・
火災警報器等を貸与すること
により、24 時間体制で、急
病や火災及び事故等の緊急時
に迅速かつ適切な対応を図り
ます。

村内に居住する 65 歳以上の
方で、次の各号のいずれかに
該当する方

（1）一人暮らしの方
（2）高齢者のみ世帯の方
（3）重度身体障がい者のみ世

帯の方

設置には 2 名以上の協力員
の登録が必要となります。

週１回１時間以内で、訪問介
護員を派遣し、軽易な生活援
助を行います。

村内に居住する６５歳以上の
介護保険対象外の方で、次の
各号のいずれかに該当する方

（1）一人暮らしの方
（2）高齢者のみ世帯の方

利用者は 1 回につき 500 円
の自己負担がかかります。

デイサ－ビスに通所し、各種
サ－ビス（入浴、給食、生活
指導、健康チェック等）を提
供します。

村内に居住する 65 歳以上の介護
保険対象外の方で、次の各号のい
ずれかに該当する方

（1）一人暮らしの方
（2）高齢者のみ世帯の方
（3）同居の家族がいる場合は、日

中一人になる方

施設利用料、食費等の
自己負担額がかかります。

手すりの取付け、段差解消、
滑り防止の床材変更、引き戸
への取替え等の住宅改修工事
費の助成を行います。

村内に居住する方で 65 歳以上の
高齢者又は 40 歳以上 65 歳未満の
介護認定者で、世帯の主たる生計
維持者が児童手当所得制限以下の
方

助成金額限度額は
180,000 円

ただし介護負担割合に応じ
て限度額は異なります。

1 割…180,000 円
2 割…160,000 円
3 割…140,000 円

理容院又は美容院に出向くこ
とが困難である方に対して、
訪問による理美容サービスの
出張費用を助成します。

村内に居住する 65 歳以上の寝
たきり等の方で、次の各号のい
ずれかにに該当する方

（1）要介護 4 以上の方
（2）一人暮らしの方
（3）高齢者のみ世帯の方

年間最大 8,000 円
（1 回 2,000 円× 4 枚）

西郷村高齢者福祉サービス
在宅の高齢者を対象にした福祉サービスについて、次のようなサービスを行っております。
ご利用になる場合は申請等が必要になりますので担当課へご連絡ください。

○ 申込み方法
利用を希望する方は、健康推進課までお問い合わせください。
また、上記以外にも「寝具洗濯乾燥消毒サービス事業」、「老人日常生活用具給付事業」、「高齢者外出支援事業」、

「寝たきり等高齢者紙おむつ支給事業」というサービスがありますので、詳細につきましては健康推進課までお
問い合わせください。

健康推進課（高齢者支援係）　　 25-3910問 ☎

はり、きゅう、マッサージ
等の施術費用助成事業

高齢者温泉無料開放事業
※４月より窓口での申請に
変更となりました。

見守り安心ネットワーク
事業

軽度生活援助事業

生きがい活動支援
通所事業

高齢者にやさしい住まい
づくり助成事業

訪問理美容サービス事業
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在宅リハビリマッサージ けやき
●ご自宅・施設への
　訪問マッサージです。
●マッサージ師は、全員国家資格
　保持者で、安心なマッサージが
　可能になります。医療保険適用。
★後期高齢者医療被保険者証を

★身体障がい者手帳 1級または 2級
　お持ちの方

鈴木　英世
0248 - 22 - 3419
白河市双石高田 19-1
- お問い合わせ -

⇒ ⇒説
明

手
続
き

開
始

　の交付を受けている方

危険物取扱者試験
▶ 試験日
　 6 月 22 日㈯
▶ 会場
　 白河実業高等学校
▶試験開始時間
　甲種・乙種  10：00 ～
　丙種  13：30 ～
▶ 願書受付期間
　 書面申請：5 月 7 日㈫～ 17 日㈮
　 電子申請：5 月 4 日㈯～ 14 日㈫
▶ 受験願書・試験案内配布場所
　 白河地方広域市町村圏消防本部、
　 消防署、各分署で入手できます。
▶ 受験申込先
　 一般社団法人消防試験研究セン
　 ター福島県支部
※電子申請については、一般社団法
　人消防試験研究センターホームペ
　ージをご覧ください。
　https://www.shoubo-shiken.or.jp
　 白河消防本部予防課 危険物担当
　 22-2170
○ 試験準備講習会
試験に先立ち、白河地方消防防災協
会危険物部会主催の試験準備講習会
を、下記の日程で開催します。

・対象者…乙種第 4 類受験者
・講習日時…5 月 21 日、22 日
・申込先…白河地方消防防災協会
　　　　  （白河消防本部内）

・受付期間…4 月 1 日㈪～ 5 月 14 日㈫
・講習会場…白河市役所大沼行政セ
ンター（サンフレッシュ白河）
　 白河地方消防防災協会
　 22-2170

問
☎

視覚障がい者相談会
視覚に障がいのある方、見えにくい
ことで日常生活に不自由を感じてい
る方、またはその家族の方を対象に
した相談会を開催します。
▶ 日時
　 6 月 4 日㈫ 10：00 ～ 13：00
　 ※受付は 10：00 ～ 12：00
　 ※相談は無料ですが、事前申込
　　  が必要となります。
▶ 場所
　 白河市中央老人福祉センター
▶ 担当医
　 北福島医療センター
　 八子 恵子  医師
※ 日程・会場等が変更となる場合
　  もありますので、参加される場
　  合は事前に福祉課までご確認願
　   います。
　 福祉課（地域福祉係）
　 25-1509
問
☎阿武隈川上流総合水防演習

▶ 開催日時
　 5 月 26 日㈰ 8：30 ～ 12：30
　 （サテライト会場は 9：00 ～）
▶ 開催場所
　 郡山市
　 富久山河川敷（本会場）、郡山駅
　 西口広場、ショッピングモール 
　 フェスタ（サテライト会場）
▶ 主な実施内容
　 阿武隈川流域市町村水防団によ
　 る水防工法演習、地域住民およ
　 び関係機関参加訓練、東北水防
　  技術競技大会
　 国土交通省 東北地方整備局
　 福島河川国道事務所
　 024-546-4331（代表）

問

☎

国家公務員採用試験（高卒者）
人事院では、国家公務員採用一般職
試験（高卒者試験）を実施します。
申し込みはインターネットにより行
ってください。
▶ インターネット申込受付期間
　 6 月 17 日㈪ 9：00 ～ 26 日㈬
　（※受信有効）
▶ 第 1 次試験日
　 9 月 1 日㈰
なお、申込方法や受験資格等の詳し
い内容については、人事院ホームペ
ージまたは下記にお問い合わせくだ
さい。
　 人事院東北事務局 第二課 試験係
　 022-221-2022
　 http://www.jinji.go.jp/saiyo/saiyo.htm

問

URL

▶ 期間
　 5 月 11 日㈯～ 12 日㈰ 1 泊 2 日
▶ 内容
　 ボランティア活動に必要な知識　
　 を身につけるための講義・実技
　 （野外炊飯活動や救命救急講習など）
▶ 対象
　 高校・短大・大学・専門学校生、社会人
▶ 会場
　 国立那須甲子青少年自然の家
▶ 申し込み
　 web サイト申込フォームまたは　
　電話でお問い合わせください。
　申込期間：4 月 1 日㈪～ 5 月 5 日㈰
　 国立那須甲子青少年自然の家
　 36-2331
問
☎

なすかしの森ボランティア養成研修

6 月 1 日～ 10 日は「電波利用環境
保護周知啓発強化期間」です。
電波は航空機や船舶、警察、消防、
救急用など、私たちの生活の安心・
安全の確保に使われています。
不法電波は、上に挙げたような重
要無線通信を妨害して、私たちの
生活や人命の安全を脅かします。
電波の混信・妨害についてのお問
い合わせは、相談窓口までお願い
します。
　 総務省 東北総合通信局 相談窓口
　 022-221-0641
問
☎

電波利用環境保護
周知啓発強化期間

20 歳以上 60 歳未満の方は、国民
年金への加入が法律で義務付けら
れています。20 歳になったときや
勤務先を退職（失業）されたとき
は、国民年金への加入手続きが必
要です。（※勤務先を退職（失業）
された方に扶養されていた配偶者
も、国民年金への加入手続きが必
要です。なお、厚生年金保険の加
入者である配偶者に扶養される方
は、配偶者の勤務先へ加入手続き
が必要です。）
手続きについては、年金手帳など、
基礎年金番号がわかる書類をご用
意のうえ、お住まいの市町村の国
民年金担当窓口でお願いします。
国民年金保険料額は、月額 16,410
円ですが、保険料を納めることが
困難な場合は、保険料の免除制度
等がありますのでご相談ください。
　 ねんきんダイヤル
　 0570-05-1165（ナビダイヤル）
　 白河年金事務所 国民年金課
　 27-4161（代表）

問
☎

国民年金への加入手続きは
お済みですか？

問
☎

問
☎

空気のきれいな施設・車両（禁煙施設・車両）大募集！

5/31 ㈮ は世界禁煙デー、5/31 ㈮ から 6/6 ㈭ は禁煙週間です。
健康増進法の一部改正に伴い、望まない受動喫煙が生じないよう、
受動喫煙防止対策が今後より一層求められます。
福島県では、禁煙に取り組む施設や車両を有する事業所を登録・認
証し、タバコの煙にふれない環境づくりを推進しています！
施設管理者の方からの申請、住民の皆様からの推薦をお待ちしてい
ます。

問い合わせ・申し込み先
福島県県南保健福祉事務所健康増進課　　22-5443☎

　対象施設：人の集まる県内のあらゆる種類の施設
　　　　　　（一般食堂、レストラン、スーパー、事務所、
　　　　　　工場、公共施設など、どんな施設からの申請も
　　　　　　受け付けています）
　対象車両：バス・タクシー、利用者の送迎用車両、
　　　　　　福祉団体・施設の車両等
　認証要件：施設内・車内が終日全面禁煙であること等

☎

農作物を霜の被害から守るため、
4 月 1 日に髙橋廣志村長を本部長
とする「西郷村防霜対策本部」が
設置されました。
気象庁の季節予報（3 月 28 日発
表）によると、向こう１ヵ月の平
均気温は、平年より低い確率が
60％と予想されます。5 月 31 日
までの期間中、降霜情報が出た場
合には、防災行政無線などでいち
早くお知らせし、注意を呼びかけ
ます。
農家の皆さんは、今後の一時的な
低温や降霜の予報に注意し、防霜
対策本部からの情報に耳を傾け、
霜から農作物を守りましょう。
　 西郷村防霜対策本部（産業振興課内）
　 25-1116
問
☎

西郷村防霜対策本部設置

ニシゴーヌの
情報案内板

ニシゴーヌの情報案内板
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「広報にしごう」へ広告を掲載しませんか？
村が作成する「広報にしごう」への掲載広告を募集します。
ただし、村の広報紙に掲載する広告としてふさわしい内容
に限ります。詳細は、総務課 庶務広報係（☎ 25-1112）
までお問い合わせください。

 ●広告の掲載料（掲載 1 回につき）
1 段（この枠の 2 倍）･･12,000 円              
1/2 段（この枠と同じ）･･6,000 円

企業版ふるさと納税　企業の皆さま、ありがとうございました。　

産業振興課（産業振興係）　　25-1116☎問

　 所 在 地：東京都新宿区歌舞伎町 1 丁目 27-5  歌舞伎町 APM ビル 7F
　 業 種：医療
　 会社紹介：医療法人社団創志会  東京中央美容外科（TCB）は安心とおもてなしの心で
　　　　　　 二重整形、豊胸、若返り治療（ヒアルロン酸注射やボトックス注射、リフト
　　　　　　 アップ）、医療脱毛を中心に美容医療を提供しています。
　　　　　　 美容医療を通じて若々しく健康でいられる喜び、前向きに明るく生活できる
　　　　　　 喜びを一人でも多くの方に提供していくことが私たちの使命です。
　　　　　　 全国 15 院（仙台、福島、郡山、宇都宮、新宿、世田谷、中野、浜松、江坂、
　　　　　　 堺、京都、新横浜、川口、枚方、沖縄）

○ 医療法人社団創志会 東京中央美容外科 

寄付への感謝 寄付してくださった皆さま、ありがとうございました。
○ 緑川 吉雄さん（白河市）
　故 緑川石雄氏の遺志として
　福祉事業のため
　10,000 円

○ 中央理美容専門学校
　校長 河合靖臣（東京都）
　教育・子どもたちのため　 
　10,000 円

平成 31 年度 定期予防接種のお知らせ

予防接種名 対象者 備考
二種混合（ジフテリア・破傷風） 小学校 6 年生 二種混合予診票は平成 31 年 4 月に配付済

日本脳炎

小学校 4 年生 日本脳炎第 2 期予診票は平成 31 年 4 月に配付済

特例対象者
平成 7 年 4 月 2 日 ~ 平
成 19 年 4 月 1 日 生 ま

れで 20 歳未満の方

（日本脳炎特例措置について）
過去に日本脳炎ワクチンの接種後に重い副反応が生じたことから、
平成 17 年度から平成 21 年度までの間は積極的な接種勧奨が差し
控えられていました。この期間内に、日本脳炎の予防接種 ( 第 1 期、
第 2 期 ) を受ける機会を逃した方は、特例措置 ( 不足分の接種機会
の確保 ) が設けられています。
接種を希望される方は、母子健康手帳などで接種歴を確認いただき、
健康推進課へお問い合わせください。

○ 実施場所　　白河市及び西白河管内の指定医療機関
○ 持参物　　　予防接種予診票
○ 接種料金　　無料
○ その他　   　 ヒトパピローマウイルス感染症（子宮頸がん予防ワクチン）の接種は、現在積極的に
　　　　　　　 お勧めしていません。

小学生・中学生の予防接種

健康推進課　　 25-1115問 ☎

○ 対象者
　西郷村に住民登録をしている方で、高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したこと（全額自己負担で受けた 
　場合も含む）がない方

年齢 対象となる生年月日
65 歳 昭和 29 年４月２日生 ～ 昭和 30 年４月１日生の方
70 歳 昭和 24 年４月２日生 ～ 昭和 25 年４月１日生の方
75 歳 昭和 19 年４月２日生 ～ 昭和 20 年４月１日生の方
80 歳 昭和 14 年４月２日生 ～ 昭和 15 年４月１日生の方

年齢 対象となる生年月日
85 歳 昭和 9 年４月２日生 ～ 昭和 10 年４月１日生の方
90 歳 昭和 4 年４月２日生 ～ 昭和 5 年４月１日生の方
95 歳 大正 13 年４月２日生 ～ 大正 14 年４月１日生の方

100 歳以上 大正 9 年４月 1 日以前に生まれた方

○ 実施場所　　白河市及び西白河管内の指定医療機関
　　　　　　 　( 指定医療機関等については、健康推進課へお問い合わせ下さい )
○ 持参物　　　橙色 ( オレンジ色 ) の接種券※、健康保険証または後期高齢者医療被保険者証
　　　　　　 　※ 接種券は、平成 31 年 4 月に発送済
○ 接種期間　　2020 年 3 月 31 日まで
○ 接種料金　　無料（ただし、指定医療機関で接種する場合）
○ その他　　　ワクチンの安定供給のため 5 歳刻みの年齢とさせていただいております。

高齢者肺炎球菌予防接種
　高齢者肺炎球菌の予防接種は、平成 26 年度から平成 30 年度までの 5 年間で接種できるように経過措置が設け
られていましたが、国の方針により平成 31 年 4 月から 5 年間、この経過措置が延長されることになりました。
　これまでに高齢者肺炎球菌ワクチンを接種したことがない方は、5 年間のうち 1 度だけ助成の対象となりますの
で、接種を希望する方は対象となる年度に接種を受けてください。

ニシゴーヌの情報案内板

 ● 村内の休日診療所 いわしなクリニック　☎ 48-1234
       【診  療  日】12 日・19 日・26 日
       【診療時間】8:30 ～ 12:30

月日 診療科目 医療機関名 所在地 ☎（0248）

5 日
㈰

小児科 白河厚生総合病院 白河市 22-2211
内科・外科 会田病院 矢吹町 42-2121

歯科 赤沼歯科医院 泉崎村 53-2004

6 日
㈪

小児科 関医院 白河市 23-3003
内科・外科 つかはら内科クリニック 白河市 24-1011

歯科 安部歯科医院 白河市 23-1123

12 日
㈰

小児科 ねもとキッズクリニック 白河市 21-5623
内科・外科 南湖こころのクリニック 白河市 23-4401

歯科 大栄歯科クリニック 白河市 22-2833

19 日
㈰

小児科 樋口小児クリニック 矢吹町 42-2040
内科・外科 ニューロクリニック 西郷村 24-4111

歯科 五十嵐歯科医院 白河市 23-3473

26 日
㈰

小児科 みうら小児クリニック 白河市 28-1001
内科・外科 明渓醫院 白河市 27-3060

歯科 岩谷歯科医院 矢吹町 42-4363
【平日】健康推進課　☎ 25-1115　　【休日】西郷村役場　☎ 25-1111

月日 診療科目 医療機関名 所在地 ☎（0248）

1 日
㈬

小児科 みうら小児クリニック 白河市 28-1001
内科・外科 鈴木ホームクリニック 白河市 31-8181

歯科 白河みなみ歯科クリニック 白河市 24-3730

2 日
㈭

小児科 わたなべ子どもクリニック 白河市 21-2166
内科・外科 千葉医院 白河市 24-2080

歯科 サンデンタルクリニック 白河市 24-8020

3 日
㈮

小児科 白河厚生総合病院 白河市 22-2211
内科・外科 会田病院 矢吹町 42-2121

歯科 JUN DENTAL CLINIC 白河市 21-8845

4 日
㈯

小児科 白河厚生総合病院 白河市 22-2211
内科・外科 会田病院 矢吹町 42-2121

歯科 いがらし歯科クリニック 西郷村 21-6222

休日当番医 診療時間 9:00 ～ 17:005 月の

前日までに口座入金、
　　　　　　納付をお願いします。

  今月の納税・納付 5/31 ㈮

軽 自 動 車 税（全期）
自 動 車 税（全期）
自動車税のお問い合わせは、県南地方振興局
県税部課税課へ。　　　　　　　 ☎ 23-1519



広報にしごうNo.581　　2223　R1.　5.　1

春
の
雲

　

子
は
の
ん
ち
ゃ
ん
の
雲
と
言
ふ

ト
キ
子

春
の
雲

　

寅
さ
ん
は
ま
た
旅
に
出
る功

賑
や
か
に

　

押
し
競
饅
頭
福
寿
草

肇

風
評
に

　

た
め
ら
ふ
無
か
れ
風
光
る

隆
志

に
し
ご
う
の

文
芸

西
郷
村
仰
歩
句
会

西
郷
文
芸
ク
ラ
ブ

理
屈
で
は

　

勝
て
ぬ
と
笑
う
多
数
決

岸 

ユ
キ
子

お
互
い
に

　

言
っ
た
言
わ
ぬ
の
老
夫
婦

菊
地 

芳
枝

干
し
烏
賊
の

　

形
で
寝
て
る
冷
え
る
夜

高
木 

勇

父
母
が
押
す

　

期
待
が
自
立
の
邪
魔
を
す
る

　
　
　
　
　
　
　
　

越
前 

六
郎　
　

今
月
の
川
柳

村
内
の
文
芸
サ
ー
ク
ル
会
員
の
素

晴
ら
し
い
作
品
の
毎
月
ご
紹
介
し

て
い
ま
す
。
入
会
し
た
い
方
は
ぜ

ひ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
！

採水日 判明日 放射性物質 検査結果
3 月 11 日 3 月 15 日 放射性ヨウ素 131

放射性セシウム 134・137 検出限界値未満3 月 25 日 3 月 29 日

※水道水中の放射性物質に係る基準値（10Bq/kg 未満）水道水の放射性物質検査結果：福島県食品衛生課発表

　 上下水道課　　 25-2912問 ☎

図書室だより
新着図書

児童書 絵本

住野よる：著

一般書

麦本三歩の好きなもの
幻冬舎 （株）KADOKAWA

角川まんが科学シリーズどっちが強い！？
クラゲＶＳデンキウナギ水中ビリビリ対決

新野大：監修

小学館
そらまめくんとおまめのなかま

なかやみわ：さく
クラゲ vs デンキウナギ…
どっちが強いか予想しながら読ん
でみよう !! 勝つのはどっちだ !?

おおきなおまめのそらまめくん !!
はじめまして、 あかちゃん。
いっしょにあそぼー !!

☆ 5 月の読み聞かせ会
　 5 月 28 日㈫　10:30 ～

☆ 5 月の休館日
　 7 日㈫・13 日㈪
　 20 日㈪・27 日㈪

いつものなにげない日常。 好きな
ものがあるから頑張れる !! そして
楽しくなれる。
新社会人にエールを込めて贈りた
い 1 冊です。

高齢運転者の皆さん、

全国的に、高齢運転者による重大事故が多発しています。
以下の点で思い当たるものがあれば、この機会に運転免許証を返納して、
ドライバーを卒業しませんか？

・最近、運転に不安を感じるようになった
・物をなくすようになった
・物忘れが激しくなった

○  運転免許証を自主返納した場合、「運転経歴証明書」を申請できます
運転免許証を有効期限内に警察署へ返納し、返納後 5 年以内であれば、身分証明書としても使用す
ることができる「運転経歴証明書」を申請することができます。（申請手数料 1,100 円）
ただし、有効期限が切れて失効した運転免許証を返納しても、申請することはできません。
申請に関するお問い合わせはこちら
　 白河警察署 交通課　　　　23-0110☎問

○  様々なサービスが受けられます
「運転経歴証明書」を提示すると、福島県タクシー協会では乗車料金が 1 割引（65 歳以上）

されるなど、公共交通機関や店舗等において様々なサービスを受けられるようになります。

○  運転卒業サポート
県生活交通課では、平成 31 年 3 月 20 日より、運転免許証自主返納支援事業「運転卒業サポート」
が開始され、今後は各市町村や店舗等において各種割引サービスなどが拡充されていく予定です。
また、県では、本事業に協賛する店舗等を募集しています。詳細や協賛等については、県生活交通
課のホームページもしくは住民生活課生活安全係までお問い合わせください。
申請に関するお問い合わせはこちら
県生活交通課ホームページ　　https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/16005d/jisyuhennou.html
　 西郷村住民生活課 生活安全係　　   25-1114☎問

URL

運転免許証の返納について考えてみませんか？

・体力の衰えを感じるようになった（目や耳が悪くなった）
・標識を見落としてしまった（歩行者の発見が遅れてしまった）
・交通事故を起こしそうになった（事故を起こしてしまった）

　三角点踏査の際は、会員や調査車両に「踏査実施中」
の表示を行っています。一部民地内にかかる調査もあ
りますので、みなさまのご協力をお願いします。

三角点踏査に協力のお願い

◀ 踏査中はこちらの
表示を行っています。

　三角点は、地図を作成するために測量を行う際、そ
の位置の基準となる点のことで、他の点との位置関係

（距離、方位など）及び絶対的な位置（経緯度など）

三角点って何？

がきわめて正確に測定された、まさに
歴史的産物です。
　三角点に到達するには体力や知力を
要する場所もあり、山登りや里山歩き
といった、多様な楽しみ方があります。

西郷山岳会 創立 50 周年 記念事業 始まる
西郷山岳会は 1971 年（昭和 46 年）に創立され 2021 年に 50 周年を迎えます。

記念事業として、村内 78 個所にある三角点全踏査に挑みます。
2019 年 1 月 12 日。2 年後のゴールを目標にスタートを切りました。
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日 月 火 水 木 金 土
1 即位の日
御即位奉祝

（役場本庁舎）

2 国民の休日 3 憲法記念日 4 みどりの日

5 こどもの日 6 振替休日 7 8
避難訓練

（10:00 村立西郷幼稚園）
サッカー教室

（9:30 みずほ保育園）
リンゴ農園見学

（川谷保育園）

9 10
幼年消防入団式

（10:00 村立西郷幼稚園）
避難訓練

（10:00 みずほ保育園）
（10:15 くまっこ保育園）
心配ごと相談会

（13:00 高齢者生活支援センター）

11
小学 2 年生招待

（川谷保育園）

12 13
母子健康手帳の交付

（福祉課子育て支援センター）
行政相談所

（13:30 文化センター）
内科検診

（13:00 村立西郷幼稚園）
個別懇談（～ 17 日）

（みずほ保育園）

14
英語で遊ぼう ABC

（9:30 村立西郷幼稚園）
英語で遊ぼう

（10:00 まきば保育園）

15
歯科検診

（10:00 川谷保育園）

16
歯科検診

（9:30 くまっこ保育園）
（10:30 みずほ保育園）
（13:00 村立西郷幼稚園）
ミニコンサート

（学校法人西郷幼稚園）

17
3 歳以上児 親子遠足

（川谷保育園）

18
小学校運動会

（熊倉・米・羽太・小田倉小学校）

19 20 21
12 ～ 13 ヵ月児健康相談

（9:00 保健福祉センター）
園外保育

（9:45 村立西郷幼稚園）
交通教室

（10:00 まきば保育園）
春の遠足

（学校法人西郷幼稚園）

22
キッズビート体操

（10:00 みずほ保育園）

23
1 歳 6 ヵ月児健康診査

（12:50 保健福祉センター）
幼年消防入団式

（10:00 まきば保育園）
（10:00 みずほ保育園）
（10:00 くまっこ保育園）

24
無料法律相談会

（高齢者生活支援センター）

25
小学校運動会

（川谷小学校）
第 7 回西の郷ゴルフ大会

（白河高原カントリークラブ）

26
第 26 回赤面山山開き

（8:00 旧白河高原スキー場）

27
母子健康手帳の交付

（福祉課子育て支援センター）
羽太小交流学習会

（10:00 村立西郷幼稚園）

28
英語で遊ぼう ABC

（9:30 村立西郷幼稚園）
英語で遊ぼう

（10:00 まきば保育園）
誕生会

（10:15 みずほ保育園）
（10:15 くまっこ保育園）

グランマーパ
（川谷保育園）

5 月誕生児 お花・お茶
（学校法人西郷幼稚園）

29
幼児・6 歳児歯科クリニック

（幼児 13:00~、6 歳児 13:45 ～）
柏餅作り

（10:00 村立西郷幼稚園）
誕生会

（川谷保育園）
（学校法人西郷幼稚園）
内科検診

（10:30 くまっこ保育園）

30
交通教室

（10:00 村立西郷幼稚園）

31
防犯訓練

（10:00 みずほ保育園）
（10:15 くまっこ保育園）

５月の
行事カレンダー

人口と世帯数（4月 1日現在）
人口 　　   20,101 人（前月比 -58）

・男　　     10,137 人（-29）
・女　　　   9,964 人（-29）
・世帯数　   8,198 戸（-21）
　　　　※住民基本台帳に基づく今月の顔…4～ 5ヵ月児健康診査の子どもたち（4/17）

※行事日程が変更になる場合もあります。
　ご了承ください。

　 西郷村観光協会　　 25-5795問 ☎

赤面山山開き
開催日
会　場
受　付
催　事

5 月 26 日㈰
旧白河高原スキー場
7：30 から
① 安全祈願祭
　 （8：00）
② 豚汁のサービス
③ 山頂での抽選会

　「第 26 回赤面山山開き」
が開催されます。村商工会
婦人部による炊き出しや地
元産品などが当たる抽選会
も行われますので、ぜひご
参加ください。


